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○松本市週休２日工事実施要綱 

令和６年２月５日 

告示第３０号 

令和８年２月１６日告示第３５号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に資するため、

週休２日で行う工事（以下「週休２日工事」という。）の実施に当たり必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 対象期間 工事着手日（現場事務所等の設置、測量等の準備工事に着手する日をいう。）から

工事完成日（現場事務所、材料置き場等の撤去等を含む現場作業が完了する日をいう。）までの

期間をいう。ただし、次に掲げる期間を除く。 

ア １２月２９日から１月３日まで 

イ ８月１３日から同月１６日までのうち夏季休暇として受注者が指定する３日間 

ウ 工場製作のみを実施している期間 

エ 工事全体を一時中止している期間 

オ 市があらかじめ指定する期間 

(2)現場閉所日 発注工事単位で、１日を通していずれの現場作業（現場事務所での事務作業を含

む。）も実施しないとあらかじめ定めた休工日（巡回パトロール、保守点検その他の現場管理上

必要な作業のみを行う日を含む。）及び降雨等による予定外の閉所日をいう。 

(3) 現場閉所率 対象期間に占める現場閉所日の割合をいう。 

(4) 週休２日の達成 第５条に規定する取組みを実施し、週単位（土日）、月単位、通期又は完全

週休２日を達成した場合をいう。 

（週休２日の種類） 

第３条 週休２日の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

(1) 週単位（土日） 対象期間の全ての土曜日及び日曜日を現場閉所日とするもの 

(2) 月単位 対象期間内の全ての月において、現場閉所率を２８．５パーセント以上とするもの 

(3) 通期 対象期間内において、現場閉所率を２８．５パーセント以上とするもの 

(4) 完全週休２日 対象期間の全ての土曜日、日曜日及び祝日を現場閉所日とするもの 

（対象工事） 

第４条 週休２日工事は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める工事を対象とする。 

(1) 発注者指定型週休２日工事 市が入札公告、指名等を行う全ての工事のうち、週休２日工事に

取り組むことを発注者である市が指定したもの 
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(2) 施工者希望型週休２日工事 市が入札公告、指名等を行う全ての工事のうち、受注者の希望に

より週休２日工事に取り組むことができると発注者である市が指定したもの 

２ 市は、公告文、指名通知書、特記仕様書等に週休２日工事の対象工事である旨及びその区分並び

に週休２日の種類を記載しなければならない。 

３ 市は、次に掲げる工事は週休２日工事の対象としないものとする。 

(1) 設計金額が２００万円以下の工事 

(2) 災害復旧等の緊急を要する工事 

(3) 現場施工期間が１週間未満の工事 

(4) 現場条件や施工時期に制約の多い工事 

(5) 週休２日工事発注に伴う施工期間の延長により、施設利用、市民生活等に支障があると市が判

断した工事 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が週休２日工事に適さないと判断した工事 

（受注者の取組み） 

第５条 発注者指定型週休２日工事の受注者は、当該工事の対象期間内において、週休２日の実施に

取り組むものとする。 

２ 施工者希望型週休２日工事の受注者が、週休２日の実施を希望する場合は、工事着手前に、週休

２日工事の実施に係る通知書（様式第１号）によりその旨を監督職員（松本市建設工事施行規則

（平成６年規則第１２号）第２条第５号に規定する監督職員をいう。以下同じ。）に通知しなけれ

ばならない。 

３ 前２号の規定により週休２日の実施に取り組む受注者（以下単に「受注者」という。）は、週休

２日となるよう現場閉所日を設定し、毎月月末まで（初回は工事着手日前まで）に翌月分の休日取

得計画書及び実施書（様式第２号。以下「計画実施書」という。）を監督職員へ提出しなければな

らない。 

４ 受注者は、施工計画書、計画実施書等に従い、工事現場を閉所しなければならない。 

５ 受注者は、現場閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、前日までに監督職員と協

議し承諾を得なければならない。 

６ 受注者は、対象期間における現場閉所日及びその取組実績について記載した計画実施書を工事完

了日までに監督職員へ提出しなければならない。 

７ 受注者は、工事現場における週休２日の実施の明示について（様式第３号）により、受注した工

事が週休２日を実施する工事である旨を工事現場において明示しなければならない。ただし、市が

不要と判断した場合はこの限りでない。 

（発注者の取組み） 

第６条 発注者である市は、週休２日を実施する上で必要な工期の設定を行わなければならない。 

２ 市は、週休２日工事を発注するときは、当初の予定価格において、直接工事費、間接工事費等を
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別に定める係数により補正するものとする。 

３ 市は、あらかじめ週休２日の対象外とする期間があるときは、その期間を設計書、現場説明書、

現場説明事項・施工条件明示事項又は特記仕様書のいずれかに記載しなければならない。 

４ 監督職員は、受注者から前条第２項の規定による通知があった場合は、これを受理するものとす

る。 

５ 監督職員は、計画実施書が提出されたときは、当該計画実施書により現場閉所日の計画を確認し

なければならない。 

６ 監督職員は、受注者から前条第５項の協議があった場合において、その理由が妥当と判断すると

きは、これを承諾するものとする。 

７ 監督職員は、前条第７項の規定による明示の状況を確認しなければならない。 

８ 監督職員は、計画実施書により現場閉所の実施状況を確認しなければならない。 

９ 市は、前条の規定に基づく週休２日の取組実績に応じて、別に定めるところにより、直接工事

費、間接工事費等を補正するものとする。 

１０ 受注者が週休２日工事を実施したときは、週休２日の達成状況に応じて当該工事の工事成績評

定に加点を行うものとする。 

１１ 発注者指定型週休２日工事の受注者が、正当な理由なく前条第３項に規定する計画実施書の提

出若しくは同条第４項に規定する現場閉所の実施を拒絶する意思を明確に表示したとき又は受注者

側に週休２日に取り組む姿勢が明らかに見られなかったときは、市長は、松本市建設工事等入札参

加資格者に係る指名停止要領（平成９年訓令甲第１号）第５条第１項の規定に基づき、指名停止決

定に関する事項を松本市業者指名審査委員会に諮るものとする。この場合において、同項の指名停

止決定が行われたときは、市は、工事成績評定に減点を行うものとする。 

１２ 市は、施工者希望型週休２日工事の場合に限り、受注者が週休２日を達成できなかった場合で

あっても、工事成績評定の減点は行わないものとする。 

１３ 市は、受注者が週休２日を達成したと認めるときは、週休２日工事履行実績通知書（様式第４

号）により、受注者へ週休２日の達成を通知しなければならない。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に行う入札の公告又は通知に係るものから適

用する。 

附 則（令和７年５月２１日告示第３８６号） 

この告示は、令和７年６月１日から施行し、同日以後に行う入札の公告又は通知に係るものから適

用する。 

附 則（令和８年２月１６日告示第３５号） 
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 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行し、同日以後に行う入札の公告又は通知に係るものから

適用する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の松本市週休２日工事実施要綱の規定による様式は、当分の間、改正後の

松本市週休２日工事実施要綱の規定による様式とみなす。 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

 


